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空家等対策の推進に関する特別措置法の概要（平成二十六年法律第百二十七号） 

 

＜ 第一章 総則 ＞ 

第一条 目的 

◆ 地域住民の生命、身体又は財産を保護 

◆ 地域住民の生活環境の保全 

◆ 空家等の活用を促進 

⇒ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の

振興に寄与することを目的とする。 

 

第二条 定義 

◆ 「空家等」とは 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）をい

う。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

◆ 「特定空家等」とは 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

にあると認められる空家等をいう。 

 

第三条 国の責務 

◆ 空家等に関する施策を総合的に策定及び実施 

◆ 地方公共団体等が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提

供その他の支援 

◆ 空家等の適切な管理及びその活用の促進に関した広報活動、啓発活動等 

 

第四条 地方公共団体の責務 

◆ 市町村 

① 空家等対策計画（第七条第一項）の作成 

② 空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の実施 

③ その他の空家等に関して必要な措置 

◆ 都道府県 

市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、

市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行う。 

資料２ 



2 

 

第五条 空家等の所有者等の責務 

◆ 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める。 

◆ 国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

第六条 基本指針  ＜省略＞ 

 

第七条 空家等対策計画 

◆ 市町村は、空家等対策計画を定めることができる。 

① 対象地区、対象とする空家等の種類、空家等対策に関する基本的な方針 

② 計画期間 

③ 空家等の調査に関する事項 

④ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑤ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

⑥ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

⑦ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

⑧ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑨ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

◆ 空家等活用促進区域並び空家等活用促進指針に関する事項を定めることができる。 

 

第八条 協議会 

◆ 市町村は、空家等対策計画の作成、変更、実施に関する協議を行うための協議会

を組織することができる。 

◆ 協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建

築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもっ

て構成する。 

 

＜ 第二章 空家等の調査 ＞ 

第九条 立入調査等 

◆ 市町村長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その

他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

◆ 市町村長は必要な限度において、空家等の所有者等に対し当該空家等に関する事

項に関し報告させることができる。 

◆ または、市町村職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち

入って調査をさせることができる。 
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⇒立入調査の五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければな

らない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限

りでない。 

 

第十条 空家等の所有者等に関する情報の利用等 

◆ 市町村長は、この法律の施行のために必要な限度において、固定資産税の課税そ

の他の事務のために利用する目的での保有に当たって特定された利用の目的以外

の目的のために内部で利用することができる。 

◆ 市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体

の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等

の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

⇒（電気・ガス供給事業者等に対して情報提供を求めることができる。） 

 

第十一条 空家等に関するデータベースの整備等  ＜省略＞ 

 

＜ 第三章 空家等の適切な管理に係る措置 ＞ 

第十二条 所有者等による空家等の適切な管理の促進 

◆ 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、情報の提供、助

言その他必要な援助を行う。 

 

第十三条 適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置 

◆ 「管理不全空家等」 

市町村長は、『空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家

等』（「管理不全空家等」）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げ

る事項に係る部分に限る。）に即し、特定空家等に該当することとなることを防止

するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

また、指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、

そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めると

きは、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するため

に必要な具体的な措置について勧告することができる。 

 

第十四条 空家等の管理に関する民法の特例  ＜省略＞ 
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＜ 第四章 空家等の活用に係る措置 ＞ 

第十五条 空家等及び空家等の跡地の活用等 

◆ 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報

の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努める。 

 

第十六条 空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等  ＜省略＞ 

第十七条 建築基準法の特例  ＜省略＞ 

第十八条 空家等の活用の促進についての配慮  ＜省略＞ 

第十九条 地方住宅供給公社の業務の特例  ＜省略＞ 

第二十条 独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務  ＜省略＞ 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助  ＜省略＞ 
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＜ 第五章 特定空家等に対する措置 ＞ 

第二十二条 

◆ 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置（そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。）をとるよう助

言又は指導をすることができる。【第１項】 

◆ 市町村長は、助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改

善されないと認めるときは、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを

勧告することができる。【第２項】 

◆ 市町村長は、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において、特に必要があると認めるときは、相当の猶予期限を付けて、

その勧告に係る措置をとることを命ずること（命令）ができる。【第３項】 

◆ （【第４項】～【第８項】は命令に関わる事項） 

◆ 市町村長は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完

了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、自ら義務者の

なすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

◆ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な

状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺

の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第

三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないとき

は、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせること（緊急代執行）ができ

る。 

⇒（勧告まで行われた特定空家等が対象となる。） 
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第六章 空家等管理活用支援法人 

第二十三条 空家等管理活用支援法人の指定 

◆ 市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家

等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等

管理活用支援法人として指定することができる。 

 

第二十四条 支援法人の業務  ＜省略＞ 

第二十五条 監督等  ＜省略＞ 

第二十六条 情報の提供等  ＜省略＞ 

第二十七条 支援法人による空家等対策計画の作成等の提案  ＜省略＞ 

第二十八条 市町村長への要請  ＜省略＞ 

 

第七章 雑則 

第二十九条  ＜省略＞ 

 

第八章 罰則 

第三十条 

◆ 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

◆ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または立入調

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則  ＜省略＞ 

 

 

 

（注）文中で斜体となっている部分は、空家法条文にはその文言表現はないが、ガイド

ライン等に示される文言や内容となる。 


